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第4部  計画の推進 

 

第１章  計画の進行管理 

(1) 基本的な考え方 

４か年の計画期間中に確実に計画を推進するため、本計画で定めた具体的施策について、年度

ごとの実施計画を定め、取組みを進めていきます。特に、第 2部第 4章に定めた重点施策につい

ては、次章の実施計画に基づき、毎年度進行管理を実施し、施策の推進を図ります。 

なお、本計画に掲げる施策の推進にあたっては、国の制度改正や社会状況の変化などに注視し

ながら、適宜見直しの検討を行うとともに、必要な財源確保については、市の財政状況やその他

関連計画などとの関係性に配慮したうえで、必要な予算措置を講ずるよう努めていきます。 

(2) 数値目標 

  各具体的施策の達成状況を客観的に評価するため、可能な限り数値目標を設定しました。ただ

し、本計画期間中に「第 4期障害福祉計画」の策定を迎えることから（P2 参照）、同計画に係る

施策の数値目標は、同計画の策定後、適宜見直すこととします。 

(3) 推進体制 

  総合的な障害者施策の展開にあたっては、庁内関係部局の協力が不可欠です。必要に応じて、

関係部局が連携できる協力体制の構築に努めます。 

  また、本計画における具体的施策の年度毎の進捗管理は、前年度の施策の進捗について所管部

局による自己評価を行い、その結果を「久留米市障害者地域生活支援協議会」へ報告します。同

協議において、進捗状況についての評価・意見を審議します。この評価・意見については、所管

部局へ送付し、次年度以降への施策展開へ反映できるよう努めます。 

なお、本計画の期間満了に伴う次期計画の策定にあたっては、本計画の進捗状況や課題を反映

させることとします。 

＜イメージ図＞ 

進捗状況の評価

所管部局

進捗状況についての審議
（評価・意見）

次年度以降の施策実施
への反映

地域生活支援協議会所管部局

施策の実施

所管部局

計画期間中
年度ごとの進捗管理

次期（第３期）
久留米市障害者計画の策定

進捗状況・課題の反映
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第２章  重点施策の実施計画 

計画期間中に特に重点的に取り組みを進める６つの重点施策については、取り組みを確実に進めるため、以下のとおり、年度ごとの実施計画を定めます。 

 

 

 

 
実施計画 

施策の方向 番号 施策の名称 施策の内容 
平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

所管部署 

1 

「久留米市人権教

育・啓発基本指針」に

基づく障害者問題の

理解・啓発の促進 

「久留米市人権教育・基本指針」に基づく施策の展開

により、偏見や差別などの人権問題の解決のため、全

庁的な啓発活動の推進を図ります。 

指針に基づく個別施策に

ついて、進捗の管理を行

い、所管課をして事業の

推進を図ります。 

 

   
協働推進部 

人権・同和対策課 

2 
障害者問題に関する

広報の充実 

難病等を含む障害に対する市民の理解を深めるため、

啓発・広報に努めます。 

「広報くるめ」や市ホー

ムページへの掲載、講演

会の開催を通して理解促

進を図ります。 

 
  

健康福祉部 

障害者福祉課 

3 障害者問題啓発事業 
市民団体企画への補助方式などにより、障害者週間の

啓発事業を継続して行います。 

市民団体企画への支援を

通じて市民の理解促進を

図ります。 

年間目標 4 件程度 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

（１） 

障害者理解・配慮のた

めの啓発・広報活動の

推進 

4 
団体実施イベントの

支援 

障害者団体などが行う各種イベントに関する広報や実

施支援を継続して行います。 

要請に応じて広報や実施

支援を行います。 

  

    
健康福祉部 

障害者福祉課 

5 

障害者に対する差別

の解消への取組み 

【新規】 

障害者差別解消法の平成 28年 4月の施行に向けて、基

本方針の策定等の差別解消に係る取組みを実施しま

す。 

先進自治体の調査 

国の方針の確認 

基本方針の策定 

周知・啓発 

基本方針の実施 

周知・啓発 

 
健康福祉部 

障害者福祉課 
（２） 

障害を理由とする差

別の解消への取り組

み 6 
投票所での障害者等

への配慮 

投票会場にて一人で投票が困難な障害者などの選挙人

に対し、職員が付き添うなど、正当な権利の行使がで

きるよう、合理的な配慮の提供を行います。 

投票会場における合理的

配慮の提供に努めます。

 

  選挙管理委員会 

「総合的な学習の時間」などのカリキュラムの中に福

祉教育の視点を取り入れるよう、学校訪問などの機会

を活用して指導・助言を行います。福祉教育の実施に

当たっては障害者との交流や障害体験グッズの活用な

ど、体験型の教育の実施を促進します。 
7 

カリキュラムづくり

への積極的な支援 ◆数値目標◆ 

＜カリキュラムづくり支援校数＞ 

平成２４年度（実績）：２４校 ⇒ 

平成２９年度（目標）：２７校（小学校 20校、中学校

6校、特別支援学校１校） 

小学校２０校、中学校６

校、特別支援学校１校  

合計２７校 へ支援を実

施します。 

 

  
教育部 

学校教育課 

（３） 

福祉教育の充実 

8 交流機会の拡大 

｢総合的な学習の時間｣や運動会・文化祭などの機会を活

用して地域の小・中学校と、特別支援学校（特別支援

学校・ろう学校など）の児童生徒との交流機会を積極

的に拡大していきます。また、特別支援学級と通常学

級との日常的な交流を促進します。 

地域の小・中学校と特別

支援学校の交流について

年間３回以上の機会を設

けるよう努めます。 

 

  
教育部 

学校教育課 

重点施策１ ノーマライゼーションの意識啓発の充実   【基本目標１-施策区分（１）】
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◆数値目標◆ 

＜居住地校交流＞ 

（久留米特別支援学校、久留米聴覚特別支援学校、柳

河特別支援学校と京町小、合川小、北野小、北野中）

平成２４年度（実績）：年 3回 ⇒ 

平成２９年度（目標）：年３回 

久留米特別支援学校高等部は小中学部に比べて地域と

の交流機会が少ないことから、隣接する久留米商業高

校などとの交流に努めます。 

9 

児童生徒の交流促進

（久留米特別支援学

校高等部） 
◆数値目標◆ 

＜交流回数＞ 

平成２４年度（実績）：年 1回 ⇒ 

平成２９年度（目標）：年 2回以上 

久留米特別支援学校と久

留米商業高校の交流につ

いて年間 1回以上の機会

を設けるよう努めます。

 

  
教育部 

学校教育課 

児童生徒と地域の障害者や障害者関係施設との交流を

進めるため、施設訪問や学校行事への障害者の参加・

参画の促進を図ります。 
10 

学校行事などの情報

提供 ◆数値目標◆ 

校内研修での指導・助言を、毎年度５校以上に対して

行います。 

施設訪問や学校行事への

障害者の招待について、

校内研修にて指導・助言

５校以上に対して行いま

す。 

 

  
教育部 

学校教育課 

「なるほど人権セミナー」･「人権のまちづくりコーデ

ィネーター講座」など人権講座の中で、障害者に関す

る問題について啓発していくとともに、学習機会の充

実に努めます。 
11 人権教育による啓発 

◆数値目標◆ 

＜各企画での障害者問題の啓発＞ 

平成２４年度（実績）：１回 

平成２９年度（目標）：１回以上 

毎年度、必ず 1回は障害

者問題啓発について、各

企画の中で取り上げてい

きます。 

 

  
市民文化部 

生涯学習推進課 

障害者問題に関するビデオ・映画など、啓発のための

教材の整備充実に努めます。 

12 
障害者問題に関する

視聴覚教材充実 
◆数値目標◆ 

＜所蔵本数＞ 

平成２４年度（実績）：34本 ⇒ 

平成２９年度（目標）：40本 

年間１～2本程度の整備

の充実を図ります。 

 

  

市民文化部 

視聴覚ライブラリ

ー 

13 
障害者問題に関する

市職員研修の充実 

新規採用職員研修を含む階層別研修において障害者を

テーマとした人権研修を実施し、職員の意識啓発の充

実に努めます。 

既存の研修を継続して実

施し、必要に応じて研修

機会を拡充する等、継続

的に職員の意識啓発を図

る。 

 

  
総務部 

人材育成課 
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実施計画 施策の方向 
番号 施策の名称 施策の内容 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 
所管部署 

14 

情報バリアフリー推

進に係る基本方針の

検討 【新規】 

市が行う情報発信（講演会の開催、出版物の発行等）

について、障害がある方の情報取得への配慮について、

市全体の方針を定めます。 

・現状の把握 

・検討体制（庁内会議等）

の立ち上げ 

・基本方針案の策定 

・基本方針の実施 

 

 
健康福祉部 

障害者福祉課 

15 
「広報くるめ」の点

訳・音訳版などの発行 

「広報くるめ」について、ボランティア団体と連携し

て、点訳版・音訳版を作成するとともに、市ホームペ

ージに音訳版の掲載等を行います。 

「広報くるめ」を点訳・

音訳版の発行します。 

また、ホームページにお

いて、「広報くるめ」音

声版・テキスト版を掲載。

 

  
総合政策部 

広報課 

16 
「議会だより」点訳・

音訳版の発行 

点訳ボランティアと連携して、「議会だより」の点訳

版を作成し、希望者及び関係団体に配布します。また、

音訳についても、音訳ボランティアと連携して、希望

者に送付します。 

年に４回、音訳版、点訳

版を作成します。 

 

  
議会事務局 

議事調査課 

17 

各種通知などの点

訳・音声コード添付な

どの推進 【拡充】 

各種通知などの行政文書について点訳・音声コード添

付やわかりやすい表現版の作成などの障害特性に応じ

た方法による提供に努めます。 

依頼に応じて、通知の点

字版を作成します。 

また、行政資料の音声コ

ード添付を進めます。 

 

  

健康福祉部 

障害者福祉課、 

市民文化部 

資産税課、 

市民文化部 

市民税課 

手話通訳者・要約筆記者養成を目的とした講習会を継

続して実施します。 

18 
手話通訳者・要約筆記

者養成講座の実施 

◆数値目標◆ 

＜年間受講者数＞ 

平成２４年度（実績）： 

手話通訳 42人・要約筆記 16人  ⇒ 

平成２９年度（目標）： 

手話通訳 80人・要約筆記 20人 

・手話通訳者の養成：年

間 50人 

・要約筆記者の養成：年

間 18人 

・手話通訳者の養成：年

間 60人 

・要約筆記者の養成：年

間 20人 

・手話通訳者の養成：年

間 70人 

・要約筆記者の養成：年

間 20人 

・手話通訳者の養成：年

間 80人 

・要約筆記者の養成：年

間 20人 

健康福祉部 

障害者福祉課 

19 

手話通訳者・要約筆記

者派遣 

（再掲：事業 95） 

聴覚障害者の参加が見込まれる市事業に手話通訳者や

要約筆記者を配置します。 

要請に応じて、手話通訳

者・要約筆記者を派遣し

ます。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

20 
盲ろう者向け通訳・介

助員の派遣 【新規】 

 盲ろう者の要請に基づき、コミュニケーション及び

移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣

します。 

要請に応じて、盲ろう者

向け通訳・介助員を派遣

します。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

21 

障害福祉サービスな

どの情報提供・相談の

充実 

広報紙や事業者ガイドブック、ホームページなどの多

様な媒体を活用して、障害福祉サービスなどに関する

情報提供を行います。また、相談の手段としてインタ

ーネットのさらなる活用を図ります。 

情報弱者へ配慮した情報

提供に努めます。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

（１） 

情報バリアフリーの

推進 

22 
情報機器の利用方法

などの周知 

消費者保護の観点も含め、消費生活支援センター等と

連携・協力しながら、インターネット・携帯電話など

の情報機器の利用方法などの周知など、活用支援に努

めます。 

 消費生活支援センタ

ー等と連携・協力しな

がら情報機器の利用方

法などの周知など、活

用支援に努めます。 

  

    
健康福祉部 

障害者福祉課 

重点施策２ 情報バリアフリーの推進          【基本目標１-施策区分（２）】
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実施計画 施策の方向 
番号 施策の名称 施策の内容 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 
所管部署 

50 
防災知識の普及  

【拡充】 

地域防災計画及び国民保護計画に基づき、障害者やそ

の家族、地域住民に対して研修会の開催、防災に関す

る資料の提供などにより防災知識の普及を図ります。

出前講座 

自主防災研修・訓練 

市総合防災訓練 

防災とﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ訓練 

 

  
都市建設部 

防災対策課 

聴覚・言語障害者向けのメール１１９の登録普及を行

います。 

51 メール１１９の登録 
◆数値目標◆ 

＜登録者数＞ 

平成２４年度（実績）：89人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：110 人 

・広報活動を継続し実施

します。 

・メール 119 登録者に対

する通報対応力の現状把

握に努め、利用方法及び

通報要領の啓発による理

解促進を図り、既登録者

との連携により普及を推

進します。 

 

登録者数：94人 

前年度比 5％増 

・広報活動を継続し実施

します。 

・メール 119 登録者に対

する通報対応力の現状把

握に努め、利用方法及び

通報要領の啓発による理

解促進を図り、既登録者

との連携により普及を推

進します。 

 

登録者数：99人 

前年度比 5％増 

・広報活動を継続し実施

します。 

・メール 119 登録者に対

する通報対応力の現状把

握に努め、利用方法及び

通報要領の啓発による理

解促進を図り、既登録者

との連携により普及を推

進します。 

 

登録者数：104人 

前年度比 5％増 

・広報活動を継続し実施

します。 

・メール 119 登録者に対

する通報対応力の現状把

握に努め、利用方法及び

通報要領の啓発による理

解促進を図り、既登録者

との連携により普及を推

進します。 

 

登録者数：110人 

前年度比 5％増 

広域消防本部 

情報指令課、 

健康福祉部 

障害者福祉課 

障害者等への防火指導を継続して行います。 

52 防火指導の実施 ◆数値目標◆ 

平成２９年度までに久留米市身体障害者福祉協会登録

会員（視力部、ろうあの部）全員［180名］に指導 

・聴覚・言語障害者対し

て防火指導を行います。

・視覚障害者に対して防

火指導を行います。 

・聴覚・言語障害者に対

して防火指導を行いま

す。 

・視覚障害者に対して防

火指導を行います。 

広域消防本部 

予防課 

53 福祉防災機器の普及 福祉防災機器の周知と利用促進に努めます。 
適宜、制度の周知と利用

促進を図ります。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

54 防災機器の普及・促進 

聴覚障害者等の住宅用火災警報器設置状況調査を行い

ます。 

聴覚障害者等への住宅用火災警報器の設置指導及び維

持管理の指導などを継続して行います。 

市と連携し、聴覚障害者

等の住宅用火災警報器設

置状況調査を行います。

聴覚障害者等への住宅用

火災警報器の設置指導及

び維持管理の指導などを

継続して行います。 

 

 
広域消防本部 

予防課 

55 消防設備の整備・管理 福祉施設等の立入検査を行います。 

福祉施設等への立入検査

の実施により、避難経路、

消防用設備等の設置指導

及び管理指導を行いま

す。 

 

  
広域消防本部 

予防課 

「災害時要援護者支援プラン」を推進し、地域におけ

る要援護者支援体制の整備に努めるとともに、要援護

者名簿を活用した防災訓練を進めます。 

（１） 

防災対策の推進 

56 
災害時要援護者支援

体制の充実 【拡充】 

◆数値目標◆ 

＜要援護者名簿登録者数＞ 

平成２４年度（実績）：4,272 人 

平成２８年度（目標）：8,000 人 

＜要援護者名簿登録率＞ 

平成２４年度（実績）：10％ 

平成２８年度（目標）：20％ 

＜要援護者名簿を活用した防災訓練（図上訓練）実施

済み校区数＞ 

平成２４年度（実績）：44校区 

平成２８年度（目標）：全校区 
※目標値及び目標年度は「第 2 期久留米市地域福祉計画」の値によ

る 

①名簿登録者 6,000 人 

②要援護者名簿登録率

14％ 

③名簿を活用した防災訓

練（図上訓練）を実施（20

校区） 

①名簿登録者 7,000 人 

②要援護者名簿登録率

17％ 

③名簿を活用した防災訓

練（図上訓練）を実施（34

校区） 

①名簿登録者 8,000 人 

②要援護者名簿登録率

20％ 

③名簿を活用した防災訓

練（図上訓練）を実施（全

46校区完了） 

― 

健康福祉部 

地域福祉課、 

都市建設部 

防災対策課 

重点施策３ 防災・防犯対策の推進          【基本目標２-施策区分（２）】 
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57 
障害者施設等の防災

機能の充実 

国・県の補助金等を活用して障害者施設等の防災機能

の充実を図ります。また、事業者に対する防災対策の

啓発・指導に努めます。 

国県補助金等を活用し、

既存施設への支援、新設

事業所整備への支援等を

行います。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

一般の避難所では生活することが困難な、要介護高齢

者や障害のある方を対象とする福祉避難所を指定しま

す。 

58 
福祉避難所の指定 

【拡充】 ◆数値目標◆ 

＜福祉避難所指定＞ 

平成２４年度（実績）：0か所 

平成２9年度（目標）：公共施設 5 か所 

           社会福祉施設等 40 か所 

施設管理者と協議のう

え、福祉避難所の指定を

行います。 

・公共施設 5 か所 

・社会福祉施設等 15か所

施設管理者と協議のう

え、福祉避難所の指定を

行います。 

 

・社会福祉施設等 15か所

施設管理者と協議のう

え、福祉避難所の指定を

行います。 

 

・社会福祉施設等 5か所 

施設管理者と協議のう

え、福祉避難所の指定を

行います。 

 

・社会福祉施設等 5か所

健康福祉部 

地域福祉課、 

障害者福祉課、 

長寿支援課 

59 
消費者被害防止のた

めの広報啓発 

悪質な訪問販売などから障害者を守るため、関係機関

などと連携して、悪質業者などからの被害防止に関す

る広報や講座などの開催に努めます。 

関係各課と連携し、障碍

者団体等への出前講座の

周知に努めます。 

 

  

協働推進部 

消費生活センター、

健康福祉部 

障害者福祉課 

60 

くるめ見守りネット

ワークの推進 

【新規】 

すべての市民が地域から孤立することなく安心して暮

らせるように、郵便、電気、ガス等の巡回事業者との

協働により見守りのネットワークを構築し、異変の早

期発見に努めます。 

地域住民や事業者等に協

力いただき行政と連携し

て地域全体で見守り活動

を行ない異変を早期に発

見し、支援につなげる 

取組みを推進します。 

   

健康福祉部 

地域福祉課 

61 

久留米市高齢者等Ｓ

ＯＳネットワーク協

議会 

認知症などが原因で徘徊をするおそれがある高齢者の

情報を事前登録し、すみやかな発見保護を行います。

徘徊高齢者が発生した際

の早期発見・早期保護の

体制の充実を図ります。

 

  
健康福祉部 

長寿支援課 

62 
緊急通報システム機

器の貸与 

概ね 65 歳以上の高齢者で心疾患等の慢性疾患があり

常時注意を要する方や、身体障害１・２級の方で緊急

時に対応が困難な一人暮らしの方に、緊急通報システ

ム機器貸与を継続して行います。 

緊急時に登録先に通報で

きる通信機器の貸与を行

うことで、緊急時の不安

を解消し、生活の安全確

保を図ります。 

 

  
健康福祉部 

長寿支援課 

（２） 

防犯・安全対策の推進 

63 

自転車マナー向上の

ための広報啓発  

【拡充】 

「四季の交通安全県民運動」や学校単位での交通安全

教室などにより、自転車マナーに関する講習会や広報

啓発を継続して行います。 

自転車マナー向上のた

め、中高生を対象とした

自転車交通安全教室を実

施するとともに、駅周辺

や自転車駐車場で街頭キ

ャンペーンを実施しま

す。 

 

  
協働推進部 

安全安心推進課 
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実施計画 施策の方向 
番号 施策の名称 施策の内容 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 
所管部署 

発達の遅れや障害のある乳幼児などに対して、医師、

臨床心理士、言語聴覚士などの専門家による相談事業

を実施します。 

66 

発達支援事業（専門家

による相談事業）の充

実 
◆数値目標◆ 

＜相談者数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：710 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：800 人 

           

延利用者数：740人 

           

延利用者数：760人 

           

延利用者数：780人 

           

延利用者数：800人 

子ども未来部 

幼児教育研究所 

発達の遅れや障害のある乳幼児などに対し、療育、訓

練事業を通して、子どもの実態に応じたきめ細かな支

援を実施します。 

67 
発達支援事業（療育・

訓練事業）の充実 
◆数値目標◆ 

＜利用者数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：7,073 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：8,000 人 

           

延利用者数：7400 人 

           

延利用者数：7600 人 

           

延利用者数：7800 人 

           

延利用者数：8000 人 

子ども未来部 

幼児教育研究所 

68 
幼児教育研究所の機

能充実 【拡充】 

療育担当者の資質の向上、相談、療育、訓練の担当者

による協同的発達支援システムの構築等により、幼児

教育研究所の機能の充実を図ります。 

専門相談で得られた支援

の方向性をもとに、特性

に応じたグループでの療

育を行うため、時間割の

変更を行います。 

専門相談（心理士→医師）

で得られた支援の方向性

をもとに療育・訓練内容

の充実を図る。 

 

 
子ども未来部 

幼児教育研究所 

幼保小の接続期の保育教育の充実のために、久留米市

幼児教育研究推進委員会を中心とした合同研修会、連

携担当者研修会の実施に努めます。 

69 

久留米市幼児教育研

究推進委員会の開催

（幼保小連携強化事

業） 

◆数値目標◆ 

＜参加者数（幼保小連携担当者研修）＞ 

平成２４年度（実績）：394 人 

平成２９年度（目標）：500 人 

参加者数；500人 参加者数；500人 参加者数；500人 参加者数；500人 
子ども未来部 

幼児教育研究所 

70 
障害児等療育支援事

業 

在宅の重症心身障害児（者）、知的障害児（者）、身

体障害児（者）、精神障害者、難病患者等の地域にお

ける生活を支えるため、身近な地域で療育指導等が受

けられる療育機能の充実を図るとともに、これらを支

援する圏域の療育機能との重層的な連携を図ります。

療育機能の充実を図ると

ともに、これらを支援す

る圏域の療育機能との重

層的な連携を図ります。

   

健康福祉部 

障害者福祉課 

（１） 

乳幼児期から学校卒

業までの一貫した療

育・教育体制の確立 

71 
切れ目のない支援体

制の確立 【拡充】 

障害や発達面での支援が必要な子どもに関する包括的

支援を、幼保小の区別なく一貫して行う体制の検討・

整備を図ります。 

業務体制の枠組みの検討

各部間における調整 
事業の段階的実施 事業の段階的実施 体制の確立 

健康福祉部 

障害者福祉課、 

子ども未来部 

幼児教育研究所、 

教育部 

学校教育課 

重点施策４ 切れ目のない療育・教育体制の確立     【基本目標３-施策区分（２）】
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実施計画 施策の方向 
番号 施策の名称 施策の内容 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 
所管部署 

市営住宅入居者募集において、定期募集と重複応募可

能な別枠募集を行います。 

113 
市営住宅申し込みの

優遇 
◆数値目標◆ 

＜別枠募集回数＞ 

平成２４年度（実績）：年 2回 ⇒ 

平成２９年度（目標）：年 2回 

募集戸数 6戸 募集戸数 6戸 募集戸数 6戸 募集戸数 6戸 
都市建設部 

住宅政策課 

114 不動産業者との協力 

障害者の住まい確保支援のため「あんしん賃貸住宅協

力店」の情報提供をします。 

また、不動産業者に対し、障害者に対する賃貸住宅の

斡旋、情報提供について、理解・協力を求めます。 

現状・課題の調査 協議の場の設定 協力体制について協議 協力体制の構築 
健康福祉部 

障害者福祉課 

グループホームなどの計画的な整備を図ります。 

115 
居住系サービスの整

備促進 【拡充】 

◆数値目標◆ 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：188 人／月 

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 67、ｹｱﾎｰﾑ 120、福祉ﾎｰﾑ 1） 

⇒ 

平成２９年度（目標）：210 人／月（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ） 

グループホーム利用人数

195人／月 

グループホーム利用人数

200人／月 

グループホーム利用人数

205人／月 

グループホーム利用人数

210人／月 

健康福祉部 

障害者福祉課 

（１） 

住まいの確保 

116 
市営住宅のグループ

ホーム対応の研究 

既存の市営住宅がグループホームとして利用できるよ

う、制度の研究と仕組みづくりを行います。 

・制度や他市町村の研究

・仕組みづくり 

 

   

健康福祉部 

障害者福祉課、 

都市建設部 

住宅政策課 

地域生活支援事業の「相談支援事業」の強化事業とし

て、適切な対応ができる委託先を確保し、実施します。

（２） 

居住支援の充実 
117 

住宅入居等支援（居住

サポート）事業の実施

（相談支援強化事業） 

◆数値目標◆ 

＜サポート件数＞ 

平成２４年度（実績）：9件（人） ⇒ 

平成２９年度（目標）：13件（人） 

延べサポート件数： 10

件（人）/年 

延べサポート件数： 1１

件（人）/年 

延べサポート件数： 12

件（人）/年 

延べサポート件数： 13

件（人）/年 

健康福祉部 

障害者福祉課 

重点施策５ 住まいの確保と居住支援の充実        【基本目標４-施策区分（４）】
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実施計画 
施策の方向 番号 施策の名称 施策の内容 

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 
所管部署 

福祉事業所に対して、実地指導、監査を実施し、適正

な運営の確保を図ります。 

また、新規事業所の設置についても、関係法令等の規

定に基づき、適正なものとなるよう努めていきます。118 
福祉事業所の適正運

用の推進 【新規】 
◆数値目標◆ 

平成 29 年度までに、延べ 120 か所の福祉事業への実

地指導を実施 

福祉事業に対して実地指

導を実施します。 

 年間 30箇所 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

在宅生活を支える訪問系サービスの質・量両面での充

実を図ります。 

119 
訪問系サービスの充

実 

◆数値目標◆ 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：546 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：721 人 

＜利用時間数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：15,622 時間／月 ⇒ 

平成２９年度（目標）：20,773 時間／月 

実利用者数 618人延べ利

用時間数 17,837 時間/月

実利用者数 651人：延べ

利用時間数 18,763 時間/

月 

実利用者数 685人：延べ

利用時間数 19,740 時間/

月 

実利用者数 721人：延べ

利用時間数 20,773 時間/

月 

健康福祉部 

障害者福祉課 

訪問入浴サービスなどの地域生活支援事業を充実しま

す。 

120 
地域生活支援事業の

充実 
◆数値目標◆ 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：20人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：32人 

実利用者数 29 人 実利用者数 32 人 実利用者数 32 人 実利用者数 32 人 
健康福祉部 

障害者福祉課 

（１） 

日常生活の支援や介

助サービスの充実 

121 
久留米市社会福祉協

議会実施事業の周知 

久留米市社会福祉協議会と連携して、福祉器具貸出や

生活福祉資金貸付事業などの周知と利用促進に努めま

す。 

窓口や電話相談の際に制

度の周知・情報提供に努

めます。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

122 

重症心身障害児者の

地域生活を支援する

相談支援体制の充

実・強化【新規】 

医療・福祉部門等の連携のもと重症心身障害児者の地

域生活移行・定着等を支援するための相談支援体制の

充実・強化を目指します。 

民間団体との協働により

相談支援体制の充実・強

化に努めます。 

 

  
健康福祉部 

障害者福祉課 

「日中一時支援事業」に取り組み、レスパイトケアの

充実を図ります。 

123 
レスパイトケアの充

実 

◆数値目標◆ 

※日中一時支援事業（障害児タイムケア含む） 

＜利用者数＞ 

平成２４年度（実績）：178 人 ⇒ 

平成２９年度（目標）：189 人 

＜利用人日数（延べ）＞ 

平成２４年度（実績）：808 人日／月 ⇒ 

平成２９年度（目標）：834 人日／月 

実利用者数 183人 

延利用人数 822人日／月

実利用者数 185人 

延利用人数 826人日／月

実利用者数 187人 

延利用人数 830人日／月 

実利用者数 189人 

延利用人数 834人日／月

健康福祉部 

障害者福祉課 

医療的ケアを要する障害児者の日中活動及び短期入所

の場の設置について、医療機関等関係機関と連携・協

力しながら、整備に努めます。 

（２） 

レスパイトケアなど

の充実 

124 

重症心身障害児者な

どの日中活動及び短

期入所の場の確保 

（再掲：事業 143） 

【拡充】 

◆数値目標◆ 

＜市内の受入施設整備数＞ 

平成２４年度（実績）：日中活動 6か所 

短期入所 3か所  ⇒ 

平成２９年度（目標）：日中活動 10か所 

短期入所７か所 

市内 

（日中活動）8ヶ所 

（短期入所）4か所 

市内 

（日中活動）9ヶ所 

（短期入所）5か所 

市内 

（日中活動）10ヶ所 

（短期入所）6か所 

市内 

（日中活動）10ヶ所 

（短期入所）7か所 

健康福祉部 

障害者福祉課 

 

重点施策６ 在宅福祉サービスなどの充実         【基本目標４-施策区分（５）】




